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２００７年３月３０日
はじめに
－産学官連携活動において、利益相反を起こさないために－
本学の教職員等が産学官連携活動を行い、連携先から金銭の授受や便宜供与を受けたり、研究・教育活動に支障が生じた場合、大学の利益と教職員個人の利益が対立する状態（利益相反）が生じるおそれがあります。著しい利益相反が生まれると、大学の品位を汚し、教職員個人の名誉も損ないかねません。
本学では、「知的財産に関する基本理念」（２００４年７月２３日制定）に掲げる知的財産憲章および知的財産の基本戦略等に基づき、産学官連携活動等を通じて社会貢献を果たすうえで生じる「利益相反」に関する基本的な考え方である「基本方針」および「倫理規範」（２００６年３月３日）を制定しました。本学の研究教育活動等に対する社会の信頼を確保し、教職員等が安心して産学官連携活動を推進できる環境の構築を目指したものです。
それに基づき本学は、学外との連携活動に伴い生じやすい利益相反状態に陥ることを避けるため、教職員個々人による自主点検を推奨しています。自主点検の方法についてはホームページ（http://www.waseda.jp/rps/oip/coicheck1.pdf）を参照してください。また、利益相反状態であるか否かの判断で迷う場合は、研究推進部利益相反アドバイザーにご相談ください。
■ 利益相反の定義
文部科学省の標準的な定義では、利益相反は、広義のものと狭義のものに分けられています。平成14年11月1日付で公表された「利益相反ワーキンググループ報告書」では、次ページの図のように説明しています。
（ア）の広義の利益相反とは、
狭義の利益相反（イ）と責務相反（ウ）の双方を含む概念です。
（イ）狭義の利益相反とは、
教職員等または大学が産学官連携活動に伴って得る利益（実施料収入、兼業報酬、未公開株式等）と、教育・研究という大学における責任が衝突・相反している状態をさします。
（ウ）責務相反とは、
教職員等が連携活動により企業等に職務遂行責任を負うことの結果、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態のことです。
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利益相反の概念整理
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/toushin/021102.htm より）
（イ）の狭義の利益相反は、個人としての利益相反（エ）と大学（組織）としての利益相反（オ）に分けることができます。
（エ）個人としての利益相反とは、
狭義の利益相反の内、教職員等個人が得る利益と教職員等個人の大学における責任が衝突・相反している状態のことです。
（オ）大学（組織）としての利益相反とは、
狭義の利益相反の内、大学が得る利益と大学の社会的責任の相反にあたります。
■ 法令違反と利益相反の違い
法令違反は、法令上の規制に対する違反行為で、法令で定められた制裁・責任（刑事罰、行政罰、民事上の損害賠償責任等）が課せられ、司法当局や行政による強制力が伴います。
一方、利益相反は、必ずしも法令違反となる訳ではないものの、社会一般から「何かおかしい」と不信を持たれる可能性のある状態です。
例としては、産学官連携に伴う出資で、内部情報に基づく株式取得が考えられます。情報の開示前の取得・購入はインサイダー取引とされ法令違反です。ベンチャー企業への出資に際しては、透明性の乏しい株式の取得や購入は利益相反とされる場合があります。
利益相反を的確にマネジメントすることで、法令違反を未然に防ぐ効果も期待できます。
文部科学省が平成14年11月1日付で公表した「利益相反ワーキンググループ報告書」では、その違いについて、以下のような表で説明していますので、参考にして下さい。
	
	法令違反への対応
	利益相反への対応

	責任の性質
	法令上の責任（刑事罰、行政罰、民事上の損害賠償責任等）
	社会に対する説明責任、社会的責任

	責任の主体
	規制に違反した個人・法人の責任者等
	大学（組織）

	違反・相反状態への対応方法
	一律に回避されるべき状態
	必ずしも回避する必要はなく、情報開示やモニタリング等、透明性を高めることによりマネジメント可能

	判断基準
	法令による一律のルール
	各大学ごとのポリシーによるルール
利益相反委員会で個別に判断、多様な対応方法が可能

	最終的な判断権者
	裁判所
	大学


法令違反と利益相反の比較
（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu0/toushin/021102.htm より）
以下、「利益相反と考えられる事例」、「利益相反の対象外とされる産学官連携活動」、「利益相反と関係の深い違法行為」について、２７の具体的な事例をあげました。特に「利益相反と考えられる事例」では、Ｑ＆Ａの形式を取りながら、利益相反に関するチェックができるようにしてあります。また、早稲田大学におけるマネジメントの方法についても説明してありますので、参考にしてください。
　目　次
１．利益相反が生じやすい事例
   事例１    共同研究・受託研究の実施                                    
   事例２    外部から受け入れる研究費の取り扱い
　　　　　　　　　 　　①研究活動と研究者・情報の管理
   事例３    外部から受け入れる研究費の取り扱い
　　　　　　　　　　　 ②研究者の雇用
   事例４    寄付研究の実施                                              
   事例５　　技術指導活動（コンサルティング）                            
   事例６　　技術評価                                                    
   事例７    産学連携企業への出資　①非上場企業の場合                   
   事例８    産学連携企業への出資　②上場企業の場合                     
   事例９　　兼業                                                        
   事例10　　技術移転                                                    
   事例11    研究情報の管理と秘密保持                                    
   事例12    金銭の借入、融資に関する保証人の依頼  
   事例13    便宜供与　①金銭の授受　
   事例14　　便宜供与　②金銭以外の便宜の授受                 
   　　　　　　　　　　　　－研究上必要なサービス－
   事例15　　便宜供与　③金銭以外の便宜の授受　               
   　　　　　　　　　　　　－研究活動以外にかかわる便宜－
   事例16　　研究過程におけるデータ、試料などの提供
   事例17    学内施設の利用許諾、研究員の受け入れ
   事例18    学生、院生、ポスドクなどの派遣                    
   事例19    製品やサービス、技術などの推薦                              
   事例20    資機材の購入                                          
２．利益相反の対象外とされる産学官連携活動
   事例21　　原稿の寄稿、書籍の出版　　　　　　　　　　　　
   事例22　　学協会など学術団体の役員への就任　　　　　　　
　 事例23　　審議会等の委員への就任                        
　 事例24　　民間企業等の役員への就任                        
   事例25　　講演活動                                  
３．利益相反と関係が深い違法行為
   事例26　　インサイダー取引
   事例27　　税務申告と脱税

１．利益相反が生じやすい事例
事例　１　共同研究・受託研究の実施
共同研究（受託研究を含む）の申し出を受けました。実施する場合の留意点はどこですか。とくに、利益相反を起こしやすい事項を説明してください。
＜共同研究・受託研究における利益相反の意味＞
　共同研究や受託研究は、産学官連携活動の典型的な事例の１つといえます。早稲田大学では、「学外機関等との学術研究提携等に関する規則」に基づき、共同研究・受託研究を行う場合、所定の手続きが必要です。契約に先立ち、研究内容や条件、研究成果の取り扱いを含めた一定の基準（ガイドライン）に従った審査が行われます。
　共同研究や受託研究の相手が民間企業の場合、連携先と研究者との間に特定の利害関係があると、公正さが疑われることにもなりかねません。そこで、契約締結にあたっては、契約条件が相手先企業に有利になっていないか、研究成果の取り扱いが妥当か、知的財産権の帰属が相手先企業に有利になっていないかを注意してください。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　研究の相手先と、大学の手続きを踏んで契約を結んでいますか。
□　研究の相手先は、当該研究のパートナーとして適していますか。その理由を説明できますか。
□　研究成果の権利化のための方法について、相手先と事前に話し合いましたか。（契約書に具体的に盛り込むことをお勧めします）
□　契約条件は、相手先企業にとくに有利になっていませんか。
□　共同研究や受託研究を行うことで、授業や学生の指導に支障が生じませんか。
□　共同研究や受託研究に研究室の研究員や大学院生・学生を従事させる場合、教育や研究の観点から十分な検討を行いましたか。
□　研究成果の取りまとめや報告について、責任をもてる体制となっていますか。
□　研究成果の取り扱いで、契約条件に反して外部に流出することはありませんか。（特許権が取得できなくなったり、相手先から損害賠償を求められるおそれがあります）
□　相手先企業から個人的に金銭の授受やその他の便宜供与を受けていませんか。
	ガイドライン（要約）
  ■　学問の自由、独立を守る
  ■　軍事研究、軍事開発は行わない
  ■　本学の研究活動の発展、教育の向上に寄与する
  ■　秘密研究は行わない
  ■　社会的に公正である
  ■　民主的な手続きに基づく


　＜早稲田大学でのマネジメント＞
　
※共同研究や受託研究を行う場合、各箇所で必要な手続をして下さい。また、契約金額が1,000万円以上の場合、学術研究提携等申請書を学術研究提携等審査委員会（通称：ガイドライン委員会）へ提出し、審査を受けて下さい。（学外機関等との学術研究提携等の承認手続等に関する規程 参照）
※契約先と個人的経済関係のある場合、その内容も併せて上記申請書で報告して下さい。
※外部資金の受け入れや経理処理について、学内のルールを遵守してください。
※研究成果の取り扱いでは、必要な情報の秘密保持などを適切に行って下さい。（事例11参照）
※大学を介さず共同研究や受託研究を行っている場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考にチェックしてください。また、個人的な収入がある場合は、適切な税務処理を行ってください。
参考規程等　　学外機関等との学術研究提携等に関する規則
              学外機関等との学術研究提携等の承認手続きに関する規程
              ガイドラインの運用基準等について
　　　　　　　産学官連携活動等に伴う利益相反に関する基本方針
              産学官連携活動等に関する利益相反倫理規範
事例　２　外部から受け入れる研究費の取り扱い　①研究活動と研究者・情報の管理
産学連携活動を行い、相手先企業から研究費の提供を受けました。その取り扱いで、気をつけなければならないことを教えて下さい。
＜研究資金の受け入れの意味＞
　共同研究や受託研究などで、連携先の企業などから研究資金を受け入れることは正当な行為であり、大学が推進する産学官連携の１つの形といえます。ただし、研究費の管理や使途が適切でない場合、利益相反を起こしたり、違法行為となることがあります。また、研究者が相手先企業と個人的な利害関係がある場合、研究テーマの選定や研究の実施で相手先企業から影響を受けるのではとの疑惑を招きかねません。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　研究費の受け入れにあたって、相手先と目的や使途に関して、大学を介して契約を結んでいますか。
□　研究資金の受け入れの見返りに、研究成果や知的財産権の取り扱いなどで相手先企業に有利に取り扱っていませんか。
□　共同研究や受託研究を行うことで、授業や学生の指導に支障が生じませんか。
□　共同研究や受託研究に研究室の研究員や大学院生・学生を従事させる場合、教育や研究の観点から十分な検討を行いましたか。
□　研究成果の取りまとめや報告について、責任をもてる体制となっていますか。
□　研究成果の取り扱いで、公正さを害したり、契約条件に反して外部に流出することはありませんか。（特許権が取得できなくなったり、相手先から損害賠償を求められるおそれがあります）
□　相手先企業から個人的に不適切な金銭の授受やその他の便宜供与を受けていませんか。
□　研究費に関する経理処理は、本学のルールに従って行われていますか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※研究資金の受け入れ、学外機関と提携を行うか否かの基本的な判断基準として「学外機関等との学術研究提携等に関する規則」を参照して下さい。
※大学を窓口として研究資金を受け入れる場合、各箇所で必要な手続をして下さい。ただし、受け入れ金額が1,000万円以上の場合、事前に学術研究提携等申請書を学術研究提携等審査委員会（通称：ガイドライン委員会）へ提出し、審査を受けて下さい。（学外機関等との学術研究提携等の承認手続等に関する規程 参照）
※上記の手続きや審査を受けるにあたって、資金提供者と個人的経済関係のある場合、その内容も当該申請書にて併せて報告して下さい。
※大学を介さず外部から研究費を受け入れる場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考にチェックしてください。また、個人的な収入がある場合は、適切な税務処理を行ってください。
参考規程等　　学外機関等との学術研究提携等に関する規則
              学外機関等との学術研究提携等の承認手続きに関する規程
事例　３　外部から受け入れる研究費の取り扱い　②研究者の雇用
産学官連携関係のある企業から、研究費の提供を受ける見返りに、従業員を研究員として採用して欲しいとの申し出がありました。どのような点に注意したらよいでしょう。
　事例　２で説明したように、連携先の企業などから研究資金を受け入れることは正当な行為です。また、研究者の派遣受け入れも、契約に基づき業務内容を定め学内の採用基準にしたがったものであれば問題がありません。
　ただし、その条件が相手先の従業員の採用や雇用となっている場合は、実質的には迂回雇用と見なされるおそれがあります。産学官連携活動では、連携先の従業員を本学の研究者や職員として雇用するのは好ましくありません。受け入れる研究者等の賃金を、提供された研究費の中から支出することがないようにして下さい。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　研究費提供の見返りに、連携先の関係者の雇用が求められていませんか。
□　研究費提供の見返りに大学におけるポストの提供を求められ、そのために任用手続きで便宜を図っていませんか。
□　受け入れた研究者の給与または賃金を、提供された研究費の中から支給していませんか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※本学では、教職員の採用にあたっては厳格な規程があります。仮に雇用する場合は、その規程に従って下さい。
※教員や研究員の採用では、研究者としての実績や社会人としての活動履歴など客観的な採用基準を勘案して嘱任します。
事例　４　寄付研究の実施
　
企業から研究の支援を目的に寄付金の申し出がありました。寄付研究を行う場合に、気をつけなければならない点を教えて下さい。
＜研究資金としての寄付金受け入れの意味＞
　寄付金は、学生の教育助成や教職員などの研究支援のため大学としても重要と考えています。研究支援を目的とした企業などからの寄付金は大学として受け入れ、個々の教職員が行う研究活動のために使われます。そのため、寄付金の趣旨や金額を含め、研究活動は社会的に容認される内容であることが必要です。
　また、寄付研究の実施にあたっては、大学および研究者の自主的な判断で行われ、研究成果について寄付者に特別な配慮をするものでもあってはなりません。とくに、寄付金受け入れを条件に、知的財産権の提供などがあったりすることは好ましくありません。
　
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　寄付金の受け入れにあたって、目的や使途に関して、大学を介して契約を結んでいますか。
□　寄付金の受け入れることで、研究成果から生まれる知的財産権などの優先的な供与となっていませんか。
□　寄付研究の成果に関する寄付者に対する報告は、通常、簡単な報告書で行います。そのことを寄付者が理解していますか。
□　寄付研究の成果の公表や知的財産権の確保は、大学および研究者の判断で行われます。寄付者に対して、大学を介さずに研究成果を開示していませんか。
□　寄付金を受け入れている企業と、大学を介さない契約を結んでいませんか。その契約内容が大学の職務と関係のある内容になっていませんか。 
	 
寄付研究
 寄付研究は、個人または学外機関からの寄付による研究部会や研究プロジェクト
 をいい、一般的に寄付者への研究成果報告義務等の特定の義務を負いません。


　＜早稲田大学でのマネジメント＞
※大学を窓口として寄付金を受け入れる場合、各箇所で必要な手続をしてください。また、学術研究提携等申請書を学術研究提携等審査委員会（通称：ガイドライン委員会）へ提出し、審査を受けて下さい。（学外機関等との学術研究提携等の承認手続等に関する規程 参照）
※上記の手続きや審査を受けるにあたって、寄付者と個人的経済関係のある場合、または当該寄付以外で産学官連携活動を行っている場合、その内容も併せて上記申請書で報告して下さい。
※大学における研究活動から生まれた発明の内容を、大学に開示することなく、他者に開示することは許されません。とくに、寄付金を受け入れていることを理由に寄付を提供した企業等に優先して開示すると、利益相反の疑いが生じます。
※大学や各箇所を窓口とせずに寄付金を受け入れる場合は、経理処理を適切に行うとともに、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考にチェックしてください。また、個人的な収入がある場合は、適切な税務処理を行ってください。
事例　５　技術指導活動（コンサルティング）
ある企業から新製品開発にあたって、技術指導の依頼がありました。どんなことに留意すればよいでしょうか？
＜技術指導活動の意味＞
　技術指導（コンサルティング）は、産学官連携の基本となる活動の１つといえます。大学の手続きを経て結んだ共同研究や調査に関する契約範囲内でのコンサルティング活動を行うことは、大学の社会貢献、産業への貢献となります。
　ただし、契約の内容が産学官連携先に特別に有利だったり、それに伴って個人的に金銭またはその他の便宜供与を受ける場合は注意が必要です。また、大学の手続きを経ずに行うコンサルティング活動では、大学における研究・教育活動に支障がないようにすることが求められます。個人的に対価を得ている場合は、個人の収入として適切に処理することが必要です。
　なお、コンサルティング活動を継続的に行う場合は、兼業に該当します。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　コンサルティング活動に関して、活動の目的や成果の取り扱いに関して、大学を介して契約を結んでいますか。
□　コンサルティング先は、大学教員が支援する相手として適していますか。その理由を説明できますか。
□　契約条件は、相手先企業にとくに有利になっていませんか。
□　コンサルティングを行うことで、授業や学生の指導に支障が生じませんか。
□　コンサルティングに研究室の研究員や大学院生・学生を従事させる場合、教育や研究の観点から十分な検討を行いましたか。
□　コンサルティング活動の成果の取りまとめや報告について、責任をもてる体制となっていますか。
□　相手先企業から個人的に不適切な金銭の授受やその他の不適切な便宜供与を受けていませんか。
□
大学を介さない技術指導収入は、個人の所得となります。技術指導収入が別の産学連携活動における便宜供与の見返りと受け取られるようなことはありませんか。
□
技術指導活動に、継続的に従事していますか。兼業に必要な大学の手続きを経ていますか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※コンサルティング活動が兼業にあたる場合は、事前に箇所長へ兼業に関する所定の手続きを取ってください。
※大学の所定の手続きを経ずに行うコンサルティング活動に伴い個人的な収入がある場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考にチェックしてください。また、適切な税務処理を行ってください。

事例　６　技術評価
ある企業から、外部への公表を前提として製品に関する技術評価して欲しいとの依頼がありました。利益相反について注意すべきことはありますか？
＜技術評価における利益相反の意味＞
　製品だけでなく、企業がもつ技術やノウハウ、知的財産などに関する評価活動は、産学官連携活動の１つとして重要な活動の１つです。
　評価には様々な手法や視点があり、評価者の専門知識や能力が問われます。なかでも、高い専門性が認められている大学の教職員などが行う各種の評価は、社会的に高い評価を得られることから外部から評価を求められることが少なくありません。
　ただし、その評価結果は相手先企業のみならず、社会に対しても大きな影響を与えるため、公正な意見が期待されています。そこで、産学官連携先からの評価では、その活動が評価に影響しないことが必要です。とくに、相手先企業と個人的な経済的利益関係があり、その事実を開示していない場合は、評価そのものの妥当性が疑われ、産学官連携活動を認めている大学に対する社会の信頼が傷つけられる恐れもあります。
＜利益相反の状態が生じやすいポイント＞
□ 技術評価を行うにあたって、大学を介した契約を結んでいますか。
□ 評価活動の相手先、製品、技術、ノウハウ、知的財産などは、大学教職員が評価活動を行う相手として適していますか。そのことを説明できますか。
□
個人的な利害関係がありませんか。
□
技術評価の対価が業務時間や内容、責務と照らし合わせて過大ではありませんか。
□
技術評価活動に注力し、授業や学生の指導等他の責務をないがしろにしていませんか？
□
技術評価の依頼先における技術上・営業上の秘密情報について、漏洩を防止する手段を十分に講じていますか？
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※大学の所定の手続きを経ずに行う技術評価活動に伴い個人的な収入がある場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考にチェックしてください。また、適切な税務処理を行ってください。
※技術評価にあたって、本学の知的財産権を損なわないこと、相手先の利益を損なわないために、秘密情報の管理を適切に行いましょう。
事例　７　産学連携企業への出資　①非上場企業の場合
産学官連携活動の相手先企業（非上場企業）が出資を求めてきました。どんなことに留意すればよいでしょうか。
＜企業への出資の意味＞
　一般に、企業に対して行う個人の出資（株式の購入）は問題となりません。
　ただし、共同研究など連携活動先への出資では注意が必要です。共同研究の結果、企業業績の大幅な向上が見込めるような場合に、インサイダー取引や利益相反と疑われる可能性があるからです。
　とくに非上場企業への出資（新株予約権の保有＝ストックオプションを含む）では、株式公開（上場）した場合に、出資時と比べ株価が高くなることが多く、結果として多額のキャピタルゲイン（株式売却益）を得ることになります。従って、非上場企業への出資には、「成功報酬」という側面があります。
　そこで、次の項目をチェックすることが望ましいといえます。
　研究者だけでなく、配偶者および生計を一にする扶養親族についても同じようにチェックしてください。
　
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　共同研究の実施に当たって、本学の諸規定に従っていますか。
□　共同研究に当たり、特別な便宜供与を求められたり、特別な便宜を図っていますか。
□　出資時の株価は正当と思われる価格ですか。
□　出資先との産学官連携活動の結果、本学における研究や授業に支障が出たり、学生の指導に差し障りが出ていませんか。

	  株式
  株式とは、株式会社の株主としての地位をいい、株券そのものを指して呼ばれる
  こともあります。株式は原則として自由に売買でき、株主には会社から配当など
  の経済的利益を受ける権利（自益権）や株主総会への参加を通じて会社の経営に
  参加する権利（共益権）が認められます。


	  ストックオプション・新株予約権
  ストックオプションは、会社が役員や従業員などに対して新株予約権または自己
  株式を与える報奨制度の１つです。新株予約権は、予め定められた一定の価格で
  企業の株式を購入できる権利です。新株予約権があれば、株価が上昇した時に権
  利行使して株式を安く取得し、これを時価で売却することで利益を得られること
  から、業績向上へのインセンティブとなります。


　
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※産学官連携関係にある企業への出資（株式の購入）や無償の供与を受けており、それらの売却や譲渡に伴う収入がある場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考にチェックしてください。
※新株予約権の行使による含み益が生じた場合も同様に考えてください。また、配偶者および生計を一にする扶養親族も本人と同様に扱われます。
※既に出資している企業が産学官連携活動の相手先となった場合も同様に考えてください。
事例　８　産学連携企業への出資　②上場企業の場合
産学官連携活動の相手先企業（上場企業）の株式を購入したいと思います。その場合、どんなことに留意すればよいでしょうか。
＜企業への出資の意味＞
　一般に、企業に対して行う個人の出資（株式の購入）は問題となりません。
　ただし、共同研究や受託研究など連携活動関係にある上場企業の株式売買では、インサイダー取引への注意が必要です。
　共同研究や受託研究の結果、企業業績の大幅な向上が見込める場合に、成果の公表前に株式を購入するとインサイダー取引と判断されるおそれがあります。また、経営指導や技術指導、技術評価など研究活動以外の産学連携活動を含め、それらの活動を通じて連携関係にある企業の未公開情報を得て、それをもとに株式の売買を行った場合も、インサイダー取引と判断されるおそれがあります。インサイダー取引は違法行為であり、発覚すると刑事罰の対象となりますので注意してください。
　また、連携先の企業などから共同研究の実施を条件に第三者割り当てなどの形で優先的に株式の購入を求められた場合、その売買に伴い利益が出た場合は利益相反のおそれが生じます。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　株式の購入は市場を通じて適切に行っていますか。
□　第三者割り当てでは、購入価格は妥当な水準ですか。
□　株価の変動につながる情報の漏洩はありませんか。
□　共同研究に当たり、特別な便宜供与を求められたり、特別な便宜を図っていますか。
□　出資先との産学官連携活動の結果、本学における研究や授業に支障が出たり、学生の指導に差し障りが出ていませんか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※産学官連携関係にある企業への出資（株式の購入）や無償の供与を受けており、それらの売却や譲渡に伴う収入がある場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考にチェックしてください。
※新株予約権の行使による含み益が生じた場合も同様に考えてください。また、配偶者および生計を一にする扶養親族も本人と同様に扱われます。
※既に出資している企業が産学官連携活動の相手先となった場合も同様に考えてください。
事例　９　兼業
産学連携関係にある企業から、取締役に就任して欲しいとの依頼がありました。教職員の身分のまま取締役に就任することは可能ですか。
＜役員などを兼業する場合のルール＞
　産学官連携活動で、大学における教育や研究上の成果を社会に還元する場合、連携先との密接な協力が必要な場合が少なくありません。そこで、連携先の役職員に就任（兼業）を求められることがあり得ます。
　そのこともあり、早稲田大学は「大学教員の兼業に関する規程」を定めています。それによると、学会役員や公的機関の委員など非常勤の役職に就任する場合などを除き、学術院長などの許可を必要とします。とくに、営利を目的とする団体の役職員などへの就任は学術院長等が大学と協議のうえ、兼業を認めることができるようになっています。
　所定の手続きを踏むことで、産学官連携先の団体の役員への就任、または職員として雇用されることは可能です。また、業務の対価として、個人的に報酬を受け取ることもできます。ただし、兼業の結果、本学で果たすべき研究教育活動や業務に支障が出ないよう注意してください。
　
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞

□　役職員などへの就任により、研究や授業、学生の指導、大学の業務がおろそかになっていませんか。
□　兼業に伴う報酬は、社会通念や業務内容から見て妥当ですか。

	　本学では、教職員などの学外機関の役員または職員への就任については、次に掲げる条件を満たしている場合は承認されます。
(大学教員の兼業に関する規程　第4条参照)
  １．営利を目的としない団体であって、業務の内容が非常勤であり、かつ兼業のた　　　めに時間を割くことによって、大学の職務遂行に支障を来たすおそれがない。
  ２．当該機関の構成員、財政基盤、業務内容などからみて、その経営または運営に　　　特段の問題が認められない。
  ３．大学の品位をおとしめたり、大学に不利益をもたらすおそれがない。
  ４．ただし、以下の場合は、営利目的の団体であっても、大学と協議のうえ、許可　　　されることがある。
      ①研究に関する活動を行うこと目的とした企業の役員などへの就任
      ②監査役または監査目的による社外取締役への就任
      ③弁護士、公認会計士、医師等法令に定められた資格による業務
      ④社会貢献を目的として事業または事務に従事する場合
      ⑤家業等小規模な事業または事務に従事する場合


　
　＜早稲田大学でのマネジメント＞
※以下の場合は兼業にあたりますので、事前に、箇所長へ兼業申請書を提出してください。
①他の法人その他の団体の役員に就任すること(大学の命による場合を除く)
②他の大学、短期大学、高等専門学校その他の学校の非常勤講師の職に就くこと
③報酬の有無にかかわらずなんらかの事業または事務に継続的に従事すること
※学会の役員への就任等、研究などに関する兼業等の場合は、許可申請は不要ですが、箇所長へ兼業先からの依頼状および本人の同意書の提出が必要です。
※兼業にあたる場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に、責務相反および個人としての利益相反の観点からチェックしてください。
参考規程類　大学教員の兼業に関する規程
	教員の「研究などに関する兼業等」とは、次に掲げる場合をいいます。
  １．教員が学会の役員に就任すること
  ２．教員が、国、地方公共団体、研究教育機関その他の機関から委嘱を受けて、非
      常勤の委員などの職に就くこと
  ３．その他、上記に準ずるものとして、その教員が所属する学術院の学術院長等が
      指定する職に就くこと
(大学教員の兼業に関する規程第2条3項　参照)


事例　10　技術移転
　研究成果をもとにして特許を出願しました。実用化を目指してある企業が実施許諾（ライセンス）を求めています。ライセンス契約では、どのようなことに留意すればよいでしょうか？
＜技術移転活動の意味＞
  研究成果をもとに実用化を図ることは、個別企業の利益というだけにとどまらず、研究成果を社会に生かすということでも大切なことです。そのためのライセンスや特許の供与は、民間企業との産学官連携活動では最も重要なポイントです。
　また、研究成果をもとに研究を担当した教職員などが大学発ベンチャーを設立し、技術の実用化を行う場合は、一度は大学に帰属させた特許の譲渡またはライセンス供与が必要となります。
　その場合、ライセンス先企業などと個別の利害関係があると、なんらかの便宜を与えたのではないかとの疑いを持たれる恐れがあります。利害関係の有無、相手に有利な契約となっていないかなどに留意してください。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　ライセンス先企業は、ライセンスの対象となった発明を実用化にふさわしい企業ですか。
□　ライセンス先企業が発明者の親族が経営に関わっているなど個人的な利害関係がありませんか。
□　大学による実施許諾先の選定や発明譲渡先の選定の際に、個人的に利害関係のある特定の企業を推奨していませんか。
 ＜早稲田大学でのマネジメント＞
※発明等を行った場合は、速やかに発明等の届書を発明審査委員会へ提出して下さい。
※ライセンス供与や発明の権利譲渡先と個人的な利害関係がある場合は、契約に先立ち大学（産学官研究推進センター）に相談してください。
※契約に先立ち、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックしてください。
※技術移転活動の内容が、利益相反の観点から問題となるかどうか判断できない場合、利益相反アドバイザーにご相談下さい。
事例　11　研究情報の管理と秘密保持
産学官連携先から、研究室の秘密保持体制について質問がありました。秘密保持契約を結ぶ必要があるとのことですが、学生ばかりでなく外部の方も多数出入りしています。産学官連携先との共同研究に伴う研究情報の管理について、対策のポイントについて教えて下さい。
＜研究情報の適切な管理＞
　共同研究などでは、研究途上の内容が漏洩すると特許出願などで支障が出ることにもなりかねません。また、研究情報の交換や打ち合わせなどを通じて、相手企業の企業秘密やノウハウなどに接する機会があります。これらの情報管理は共同研究などではもっとも注意しなければならない事柄です。
　仮に、当該研究者や共同研究に関わっている研究者などが不注意に外部に機密情報を漏らすと、相手企業に重大な損害を与える可能性があります。とくに、ライバル関係にある企業に情報が漏れると、企業の技術開発戦略に大きな障害が生じます。
　研究情報の管理を適切に行えないと、産学官連携企業に損害を与えるだけでなく、大学の社会的な信用を失墜させることにもつながります。必要に応じて秘密保持契約を結び、研究にかかわる関係者に秘密保持の意味を十分説明し徹底してください。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　共同研究に伴う成果や、研究途上のデータなどの管理は適切に行っていますか。
□　産学官連携活動の相手先から得た企業秘密などを漏洩しないよう、関係者に徹底していますか。
□　共同研究と直接関係ない研究者や学生が、共同研究に関するデータや研究成果を知ることがないような具体的措置を講じていますか。  
  ＜早稲田大学でのマネジメント＞
※産学官連携活動の相手先企業との信頼関係を維持するために、情報管理の徹底が求められます。研究に関与する研究者や学生に情報管理の重要性を説明してください。また、可能な限り、関係ない研究者や学生が不必要に秘密保持が必要な情報に接することがないような方策を講じてください。
※学生は一般に、営業秘密の重大性に関する意識が希薄なため特に注意が必要です。半面、教育を受ける権利も尊重しなければなりません。そこで、共同研究などに学生を参加させる場合は、相手先企業等と締結した秘密保持契約書を説明したうえで参加予定の学生と覚書を取り交わすなどの方策を講じ、学生本人に自覚を持たせることが必要です。
事例　12　金銭の借入、融資に関する保証人の依頼
産学官連携活動の相手企業から、私的に金銭を借りたいと思いますが、注意しなければならない点はどこですか？
＜借入における利益相反の意味＞
　産学連携先が金融機関などの場合で、一般的な融資条件に基づく場合は問題がありません。
　ただし、それ以外の機関の場合は注意が必要です。
　金銭の借り入れでは、借り入れ側の立場が弱くなりやすく、公正な協力関係を疑われることにもなりかねません。そこで、借り入れにあたっては、融資条件や返済条件が世間一般から見て有利でないかを考慮するとともに、融資条件をきちんと文書で交わす必要があります。
　また、金融機関などから融資を受けるにあたって、連携関係にある企業や個人に保証人を依頼する場合も同様に考えてください。
　借り入れ時は良好な関係にあっても、それが続くとは限りません。関係が悪化した場合に、訴訟などを起こされないように気をつけることが必要です。
＜利益相反の状態が生じやすいポイント＞
□　借り入れ行為自体が、産学官連携活動における便宜供与の見返りと捉えられるようなことはありませんか？
□　借入条件（返済期限、金利条件、借入金額、保証・担保の有無等）は、一般と比べて有利なものとなっていませんか？
事例　13　便宜供与　①金銭の授受
産学官連携関係にある団体から、研究費や活動に必要な経費のほかに、謝金、講演料などとして個人的な金銭の提供の申し出がありました。受け取っても良いのでしょうか。
＜便宜供与の意味＞
　産学官連携活動では、連携先の企業等は本学教職員などの専門的知識・技能を事業に活用したいと考えています。そのため、当該教職員などに対して、契約に基づく研究や活動に加えて、関連する協力業務の依頼があり得ます。例えば、役員や社員向けの講演や技術動向の説明、技術開発や経営などに関する指導、技術や製品の評価などがそれにあたります。
　その場合、どこまでが契約に基づくものであり、どこからが契約以外かの判断が難しいこともあり、教職員などの協力に対する対価として個人的な金銭の提供が行われることが少なくありません。こうした金銭の提供では、社会通念から見て妥当と見なされる金額を超えると利益相反の疑いが生じます。本学では、特定企業からの金銭の提供については１年間に１００万円を目安にして判断することにしています。
　また、配偶者および生計を一にする扶養親族が、産学官連携関係にある企業から、役務の提供のない形、あるいは提供した役務相当額を超える金銭の提供を受ける場合も同様です。
　なお、協力業務の実体が伴っていない場合は、刑事事件に発展する場合もありますのでくれぐれも注意ください。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　金銭の授受の見返りに、連携先に特別な便宜を図っていませんか。
□　提供した業務は、産学官連携活動に関する契約内容で定められた範囲に含まれているものですか。
□　連携先から支払われた対価の額は、提供した役務や社会通念から見て妥当な範囲でしょうか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※個人的に、金銭の提供を受けた場合は、提供した役務や支払われた金銭について、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックしてください。
※家族が産学官連携先から金銭の提供を受けている場合は、提供する役務にふさわしい金額かどうかを自主的にチェックしてください。

事例　14　便宜供与　②金銭以外の便宜の授受――研究上必要なサービス――
産学官連携関係にある団体から、学外に研究室の提供を受けています。また、それに伴い、秘書や事務員も派遣されています。いずれも、大学と連携先との間に契約もなく、また、当事者同士も業務に関する契約も結んでいません。問題はないでしょうか。
　産学官連携活動に伴い、連携先から受ける便宜供与は金銭だけではありません。飲食を伴う接待、アシスタントや秘書などの要員の提供、研究室やオフィス・住居の提供、出張経費の肩代わりなど様々な形態があり得ます。大学を通じた契約で提供される便宜に関する定めがない場合は、個人的な便宜供与と見なされるおそれがあります。また、仮に相手に対して、具体的な役務の提供がなされている場合でも、それに対する対価が不相当な場合は便宜供与と見なされます。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
  □  産学官連携関係にある団体等から、契約条件にない資金の提供を受けていませんか。
□　産学官連携関係にある団体等から、契約条件にないアシスタントや秘書、その他の要員の派遣を受けていませんか。
□　産学官連携関係にある団体等から、契約条件にない研究室、オフィス、住居などを無償または低廉な料金で提供されていませんか。
□　産学官連携関係にある団体等に、契約条件にない学術団体への参加経費、個人的な旅行代金などの負担をさせていませんか？
□　産学官連携関係にある団体等から、不相当に過大な接待を受けていませんか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※個人的に、様々な便宜の提供を受けた場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックしてください。
※産学官連携活動に必要な便宜供与であれば、箇所長と相談のうえ、契約書を作成するなど便宜供与の内容と活動の関係を具体的に定めてください。

事例　15　便宜供与　③金銭以外の便宜の授受――研究活動以外にかかわる便宜――
子供が地方の大学に入学することになり、産学官連携関係にある企業が大学の近くに社宅を持っているので、下宿代わりに使ってもかまわないと言ってくれました。問題はないでしょうか。
相手は親切で行ってくれたのだと思いますが、これも便宜供与と見なされます。一般に同居の家族などに対するサービスの提供は、教職員などの個人に対する思惑があるとされますから、金銭以外のサービスの提供には注意が必要です。家族に対する住居の提供、家族が同伴する旅行代金の立て替え、別荘の利用などが考えられますが、社会常識の範囲を超えるものは謹んでください。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　教職員などまたはその家族が、産学官連携先から住居の提供、旅行代金の立て替え、別荘の利用などなんらかの便宜の提供を受けていますか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※個人的に、教職員などあるいは家族が様々な便宜の提供を受けた場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックしてください。本学では、１企業（グループを含む）からの便宜供与の総額が５０万円を超えることがないようにしています。
事例　16　研究過程におけるデータ、試料などの提供
産学官連携活動の相手から、研究過程のデータや研究の成果として作られた試料（研究成果有体物＝マテリアル＝を含む）、試作装置の提供を求められました。提供してもかまわないでしょうか。
　研究過程のデータ、試料、試作装置などは、大学の設備や資金を利用して取得または製作されます。そのため、所有権は原則として大学に帰属します。また、外部資金を利用した場合でも、教職員の専門知識やノウハウ、大学などの設備を使わないと作れないものが多いことから、一般に知的財産と見なされます。
　契約に基づき、これらのデータや資料などの提供に関するルールが定められていない場合、連携先に対してこれらを不用意に提供することは好ましくありません。場合によっては、提供先で特許出願などの手続きが取られたり、外部に公表されて公知の事実となり、特許出願の資格を失うことがあり得ます。また、内容が提供先に有利な場合は、利益相反と見なされることもあります。提供する場合は、契約条件を確認するほか、秘密保持契約などの手続きを取ることが好ましいでしょう。
　また、共同研究先以外への提供は、共同研究先との秘密保持協定に触れる場合がありますので留意してください。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　データ、試料などに関する提供ルールがありますか。
□　データ、試料などが特許出願前に外部に漏れるおそれはありませんか。
□　提供ルールがない場合、データ、試料などの提供時に秘密保持契約契約を結びましたか。
□　データ、試料など提供に伴い、不適切な金銭またはその他の便宜供与を受けましたか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※早稲田大学では、大学の教職員などとして学外から獲得した研究資金や大学の予算を使用したり大学からの支援を受けた研究、大学の設備施設などを利用して行った研究の成果であると大学が認定した場合、職務発明と見なして大学に知的財産権を帰属させることになっています。
※データ、資料の提供の対価として、金銭またはその他の便宜供与を受けた場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックしてください。

事例　17　学内施設の利用許諾、研究員の受け入れ
産学官連携先から、①社員の教育を兼ねて研究者として訓練して欲しい、②研究施設を利用させて欲しい－という申し出がありました。注意しなければならないことはありますか。
　共同研究の相手先企業などから、研究者を受け入れて教育したり、研究施設の利用を認めることは、大学からの便宜の提供になります。それも重要な産学官連携活動であり、大学を介した契約に基づき研究員を受け入れ、契約の範囲内で学内施設を利用することは問題となりません。
　注意しなければならないのは、契約がない状態や契約条件を超えた内容で受け入れたり、施設の利用を許諾する場合です。大学における研究や教育に影響が出ると責務相反、金銭またはその他の便宜供与を個人的に受けると教員などに利益相反のおそれが生じます。
　便宜供与がなくとも、契約の範囲を超えて便宜を図ることは好ましくありません。研究室で行われている他の研究に関わったり、関連する情報に接触すると知的財産権にかかわる情報が漏洩する可能性もあるからです。また、他の共同研究先に関する情報漏洩などが起きると大学の責任が問われます。
　
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　研究員の受け入れ、研究施設の利用について、相手先企業等と情報の取り扱いを含めて、取り決めがありますか。
□　研究員の受け入れ、学内施設の利用に伴い、相手先企業等から不相当な（不適切な）金銭またはその他の便宜供与を受けましたか。
□　研究員の受け入れ、学内施設の利用に伴い、大学における研究や教育に支障がありませんか。
　＜早稲田大学でのマネジメント＞
　
※学外の研究員を受け入れる際は、事前に担当各箇所に承認申請して下さい。
※共同研究や受託研究に関する契約では、施設利用経費も含めた内容を盛り込んでください。
※共同研究など以外で施設利用を許諾する場合、事前に担当箇所にご相談下さい。
※個人的に便宜供与を受けた場合は、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックしてください。
事例　18　学生、院生、ポスドクなどの派遣
共同研究のために相手企業で研究を行う必要があり、博士課程の大学院生を派遣したいと思います。派遣は可能でしょうか。また、その際、注意しなければならない点はなんですか。
　学生や院生、ポストドクターなどにとって、企業等での活動への参加は社会との貴重な接点であり、関心も高く、研究や学習意欲向上の点からも有意義です。相手先と大学を介して契約し、学生などが自由意志で参加することは問題ありません。しかし、なんらかの強制が働くことのないように注意してください。
　派遣にあたっては、教職員などの指導下で研究や調査などに関わるようにし、派遣先企業の業務の単なる手伝いなどにならないようにしましょう。また、事故などに備え、派遣先で行う業務内容やその他の条件に関する取り決めを結ぶことも必要です。
　一方、派遣する学生や院生などには、営業情報や機密情報などに関する守秘義務などの教育を行ってください。不注意な言動から派遣先企業の情報が漏洩すると、本人だけでなく、教職員および大学が利益相反に問われることにもなりかねません。
　派遣された学生や院生が、派遣先から社会常識の範囲内で金銭の提供またはその他の便宜供与を受けることはかまいません。しかし、派遣に責任を持つ教職員などが金銭の提供を受けることは慎みましょう。場合によっては、職業安定法違反のおそれがでてきます。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　学生などを産学官連携活動の相手先に派遣し、共同研究や調査活動に従事させるにあたって、事故時の対策などを含めた業務内容に関する契約を結んでいますか。
□　学生などを産学官連携活動の相手先に派遣し、共同研究や調査活動に従事させるにあたっての条件等について、研究教育的観点から十分な検討を行いましたか。
□　派遣する学生などに対して、派遣を受け入れるような強制力の働くことのないように配慮しましたか。
□　派遣する学生などの業務が、派遣先の単なる下働きになっていませんか。
□　派遣先における技術上・営業上の秘密情報の漏洩防止の重要性と、そのために必要な対応に関する説明をしましたか。
□　派遣先から教職員などが金銭の授受、またはその他の便宜供与を受けていませんか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
　
※学部生・大学院生・ポスドクなどが共同研究などに参加する場合、強制的にならないよう留意してください。
※教職員などが個人的に金銭の授受またはその他の便宜供与を受ける場合、職安法違反にならないようにするとともに、利益相反となる場合があります。利益相反アドバイザーにご相談下さい。
※派遣する学生などに対して利益相反、守秘義務などに関する教育を十分行ってください。
事例　19　製品やサービス、技術などの推薦
知り合いの企業から、ある製品について、専門家として評価したうえ、推薦状を書いて欲しいとの依頼がありました。利益相反について注意すべきことはありますか？
＜推薦行為における利益相反の意味＞
　高度な専門性を有する大学の教職員は、学外者から様々な意見を求められる場合があります。こうした外部からの専門的知見に関する協力要請に誠実に対応することも、大学の産学官連携活動の１つといえます。ただし、いわゆる“広告塔”代わりに利用されないように気をつけて下さい。
　製品やサービスに関する推薦の依頼では、無償の行為の場合もあれば、謝金の提供などを伴うことも少なくありません。その場合、いずれにしても、技術評価と同様に、高度な専門性を前提とするとともに、公正不偏な第三者として評価したうえ対処して下さい。
　とくに、推薦行為の見返りに金銭の提供や便宜の提供が伴う場合は注意が必要です。依頼された製品やサービスにかかわる産学官連携活動がある場合は、自分の研究活動に必要な金銭や便宜を期待していると受け取られたり、個人的な利害が関わっているのではという疑念を持たれないようにしましょう。
　契約や専門家としての報酬規程などでの明確な取決めがない場合は、見返りに提供される金額や便宜供与の内容に注意し、社会常識の範囲を逸脱しないように注意して下さい。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□対象製品やサービスの品質や安全性などについて、自らの専門家としての責任と見識で十分検証しましたか。
□推薦行為の見返りとして提供される謝礼金などは、評価するために行った作業から見て適正妥当な金額と言えますか。
□謝礼金などが、別の産学連携活動における便宜供与の見返りと捉えられるようなことはありませんか。
□推薦を依頼してきた企業と個人的な利害関係がありますか。
□推薦文の表現が、専門家としての個人の責任による推薦ではなく、あたかも大学が推薦しているように受け止められませんか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※特定の製品等の推薦行為の是非は、教職員などの個人の責任で判断して下さい。ただし、不当表示製品などの推薦にかかわると利益相反となる可能性が高いため注意が必要です。
※利益相反の観点から問題となるかどうか判断できない場合、利益相反アドバイザーにご相談下さい。
※謝金の額や便宜供与の内容については、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックしてください。
事例　20　資機材の購入
産学官連携活動に伴う研究で必要な資機材を、連携関係にある企業から購入したいと思います。契約などで必要な注意事項を教えて下さい。
　研究用にかかわらず、資機材・物品の購入に際しては、金額が大きくなれば入札が、そうでない少額（３万円以下）の資機材の購入でも適正な価格であることが必要です。とくに、産学官連携などで経済的利害が絡む場合は、連携先以外では扱っていないなどの相手先から購入しなければならない必然的な理由が求められます。
　これは、バックペイなどの形で資金が環流する可能性を考慮したものですから、原則として連携先からの資機材の購入は避けたいものです。どうしても必要な場合は、その理由を明確にして下さい。なお、１回の注文が３万円以上になる資機材、物品の購入では、納品は検収センターを通すことになっています。
＜利益相反に関するチェック項目／各項目ごとにチェックしてください＞
□　資機材・物品の購入先と、それらの購入以外に利害関係がありますか。
□  資機材・物品の購入でなんらかの対価の支払い、または便宜供与を受けますか
□  資機材・物品の供与を通じて、研究上、情報管理が必要とされる内容が漏洩するおそれがありますか。
＜早稲田大学でのマネジメント＞
※資機材・物品の購入に際しては、本学では納品にあたって検収センターと通すことにしています。検収センターを通さない納品は禁止されています。
２．利益相反の対象と考えない産学官連携活動
　早稲田大学は、教職員等が行う学外での活動のうち、書籍の出版、学協会など学術団体の役員への就任、審議会等の委員への就任、民間企業の役員等への就任、一般的な講演活動については、原則として利益相反の対象としない方針です。
　確かに、商業目的での出版物への原稿執筆や寄稿、国や自治体などが開催する審議会や検討会の委員への就任、講演会の講師としての発言などは、大学教職員等が培ってきた専門的な知見の提供を求められていることから、広い意味では産学官連携活動ととらえられます。
　とはいえ、著作権は、特許権などと異なり、著作活動を行えば必然的に成立する権利であり、特別な場合を除けば職務著作物と考えることには無理があります。審議会等の委員は国や自治体などの施策に関し、教職員等が有する知見をもとに意見を求められるものであり、社会の健全な発展に大きく寄与すると考えられます。講演活動も、参加費の有料・無料を問わず、著作権と同様に社会のニーズに応える形で大学教職員の知見や研究成果を社会に発信する大切な場です。
　大学としては、教職員等の大学活動を奨励することが社会のニーズに応えるもので、大学に対する社会的評価を高めることにもなるため、とくに制限しない方針を持っています。
　ただし、学外での活動の結果、大学における研究教育活動に大きな支障が生じることのないようにすることが求められます。そのため、移動に要する時間や拘束される時間などに配慮し、研究や講義に支障のないようにして下さい。また、主となる事業所（専任教員の場合は本学からの給与）のほかに、総額で２０万円以上の収入がある場合は確定申告をしなければなりません。
事例21　原稿の寄稿、書籍の出版
　教職員等が新聞や雑誌などの依頼を受けて寄稿したり、出版者の依頼を受けて原稿を執筆して書籍を刊行することにはなんら問題がありません。研究活動や講義などに影響の生じないようにして、積極的に取り組んで下さい。
　ただし、特許にかかわる研究内容が記載される場合は、特許の出願を確認してください。特許出願前に寄稿文が掲載されたり書籍が出版されると、特許権が成立しないことになりかねません。また、産学官連携活動に伴い守秘義務のある内容については、守秘義務を遵守して下さい。仮に、内容としてどうしても必要な場合は、守秘義務にかかわる契約を取り交わした相手方の了解を得る必要があります。守秘義務に反することになると、損害賠償などを請求されるおそれもありますので注意しましょう。
　さらに、共同執筆の場合は、一部の引用といえども共著者の同意を得ないと、著作権の侵害となります。要約の作成や他言語への翻訳についても同様です。引用部分を自分が書いたとしても、著作権は共著者全体の権利となりますので、留意しましょう。
事例22　学協会など学術団体の役員への就任
　研究成果の発信を含め学会活動に積極的に関わっている教職員等は、学協会などの学術団体の役員や各種の委員会委員を委嘱されることが少なくありません。これらの団体における本学教職員の適切な貢献は、本学の名誉を高め、社会的な信用を高めることに大いに貢献します。ただし、研究活動や講義などに影響が生じないよう、求められる活動内容を適切に判断して下さい。
事例23　審議会等の委員への就任
　大学の教職員等は国や自治体、独立行政法人や財団法人など公的機関の審議会や検討会、評価委員会などの委員への就任を求められることがあります。これらの活動も、本学の名誉を高め、社会的な信用を高めることに大いに貢献します。ただし、研究活動や講義などに影響が生じないよう、求められる業務内容を適切に判断するとともに、発言に際しては各自のおかれた立場、その影響力などに配慮しつつ良識にしたがって意見をして下さい。いやしくも、特定の団体や企業の利益に偏った発言と見られることのないように留意する必要があります。
事例24　民間企業等の役員への就任
　大学教職員等が民間企業や各種の団体の役職員への就任を求められることがあります。とくに、外部有識者の目による内部統制の強化を目指す上場企業などから、非常勤取締役や非常勤監査役に就任を求められるケースが増えています。また、研究成果の社会への普及を目指して、ベンチャー企業や非営利民間団体（ＮＰＯ）を設立して、その役員に就任することもあります。本学は、基本的にはこうした活動を推奨しています。
　その場合は、本学の兼業規程に従って各箇所に届け出て承認を得るとともに、本学における研究教育活動に大きな影響が出ないように配慮して下さい。また、その対価として報酬を受け取る場合は、受取る金額が業務内容と比較して妥当かどうかを判断するとともに、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に、自主的にチェックして下さい。
事例25　講演活動
　講演活動も、大学教職員に期待される活動の１つです。
　講演は、主催者の性格や公開の有無、参加費の無料・有料、講演者に対する謝金の有無などで多少性格が異なりますが、一般的には講演自体に問題はありません。講演を依頼された場合は、各自の専門家としての良識にしたがって判断して下さい。
　ただし、社会常識の範囲を越えた高額な講演料の提供を受けたり、特定の団体や企業の経済的な利益に偏った内容の講演は好ましくありません。とくに、特定製品の宣伝に利用され、後日、その商品がいい加減だったりすると、専門家としての良識を疑われるだけでなく、本学の信用と名誉を傷つけることになりますので気をつけて下さい。
３．利益相反と関係が深い違法行為
　産学官連携活動では、連携活動の相手方から様々な経済的利益の提供を申し出られることがあります。相手方が、悪意を持っていない申し出でも、場合によっては利益相反を引き起こしたり、さらには法律に触れる行為となる場合があります。
　連携先との信頼関係が前提とはいえ、時として結果的に違法行為を起こしたり、違法行為に荷担することになることがあり得ます。いやしくも、違法行為とならないよう、細心の注意が必要なことはいうまでもありません。
事例26　インサイダー取引
　インサイダー取引は、上場している株式の価格にかかわる情報を前もって知り、発表前に株式を取得して利益を得たり、株式を売却することで損失を軽減する行為を指します。それには、上場を予定しているベンチャー企業などの株式を公表前に、正規の手続きを経ずに譲渡されることも含まれます。
　産学官連携活動では、連携先や関係者に民間企業が含まれることが多く、それらの関係者から事前に各種の未公表の内部情報を入手することが可能です。国が資金を出している研究プロジェクトでの研究内容の進捗状況によっては、関連する企業の株式の変動を予測できますし、共同研究や受託研究に取り組んでいる教職員等は、各自の成果が相手企業の株式にどう影響するかを直接知りうる立場にいます。
　そのため、それらの未公表の内部情報をもとに、発表前に株式の譲渡や売買を行い、売却益を得たり損害を軽減することが容易に行えます。また、上場をひかえたベンチャー企業の場合、経営者が好意で株式の取得や譲渡を申し出ることがあります。その場合も、譲渡金額が適切でないと、事実上の便宜供与と見なされることがあり得ます。これらの行為はインサイダー取引といわれ、刑事罰と行政処分の対象となります。
　刑事罰では、①５年以下の懲役、②５００万円以下の罰金、③両者の併科が規定され、違反行ために使われた金額全体の没収・追徴も定められています。また、行政処分として課徴金も課せられます。
　インサイダー取引が発覚すると、関わった個人が刑事罰を受け課徴金を課せられるだけでなく、本学や関係する企業の信用と名誉にもかかわることにもなります。産学官連携関係にある企業の株式売買や譲渡には細心に注意を払いましょう。
事例27　税務申告と脱税
　産学官連携活動では、連携先から様々な便宜供与を受けることがあります。民間企業の役員や審議会委員への就任では報酬や謝金が支払われます。書籍の出版や講演では印税や講演料が、技術コンサルティングではそれに見合う金銭の支払いが伴うことが一般的です。
　また、本学の教職員等が職務上の発明を行い、それに伴ってライセンス供与が実現すると実施権の供与先からライセンス料が大学に支払われ、その一部（経費を除いた金額の５０％）が発明者である教職員等の報酬となります。
　これらは大学の規程に準じている限り、問題とはなりません。不明な点があったときでも、本学で定めた「利益相反に関する自主点検について」を参考に自主的にチェックし、必要に応じて利益相反アドバイザーの助言を受け、それに従って対応している限り問題となることは少ないはずです。
　ただし、税法上、主たる収入（専任教員の場合は本学からの給与）のほかに、総額で２０万円以上の収入がある場合は確定申告をしないと、所得税法違反（脱税）となります。脱税の場合は、延滞金や重加算税のほか、刑事罰として①５年以下の懲役、②５００万円以下の罰金、③両者の併科が規定されています。
おわりに
本事例集は、文部科学省の「大学知的財産本部整備事業」の一環として、知的財産本部にて作成いたしました。今後も、学内外の情勢の変化等に応じて、適宜見直していく可能性がございます。
なお、本事例集を作成するにあたり、法務研究科の棚村政行先生には、内容のチェックをしていただいたうえ有用なアドバイスをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
２００７年３月
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